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Ⅰ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

 

 

人事委員会は、議会及び知事に対して、令和３年10月 11日、職員の給与等に関する報告及び勧告を

行った。 

 その概要は以下のとおりである。 

 

【令和３年の職員の給与等に関する報告及び勧告の概要】 

１ 給与勧告の基本的考え方 

・ 職員の給与は、地方公務員法に基づき、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企

業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、随

時、適当な措置を講じなければならないとされている。 

・ 人事委員会勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置として、職員の給与を社会一般の情勢に

適応した適正なものとする機能を有するものであり、職員の給与水準を民間企業従業員の給与水

準と均衡させることを基本として行ってきている。 

 

２ 職員の給与と民間給与との比較 

（１）月例給 

   本年４月分の職員（行政職）の給与と民間企業従業員（事務・技術関係職種）の給与とを、役

職段階、学歴、年齢が同等であると認められる者同士でそれぞれ対比させ、精密に比較（ラスパ

イレス方式）したところ、民間給与が職員の給与を１人当たり平均 125円（0.03％）上回ってい

た。 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較 差（Ａ－Ｂ） 

364,370 円 364,245 円 125 円（0.03％） 

 

（２）特別給 

    昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定

内給与月額の 4.32 月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間支給月数（4.45 月）を下回

っていた。 

 

３ 本年の給与改定 

（１）月例給 

本年の民間給与との較差が極めて小さいこと等を考慮し、月例給の改定は行わないこととした。 
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（２）特別給 

民間の特別給の支給割合及び国の人事院勧告の内容を勘案し、期末・勤勉手当について次のとお

り改定を行うこととした。 

民間の支給割合に見合うよう引下げ 年間4.45 月分→4.30 月分 

引下げ分については、人事院勧告の内容に準じて期末手当を引下げ  

期末手当（年間2.55 月分→2.40 月分） 

＜一般職員の支給月数＞ 

 ６月期 １２月期 年間 

３年度 期末手当 1.275 月（支給済み） 1.125 月（現行1.275月） 2.4月 

 勤勉手当 0.95 月（支給済み） 0.95 月（改定なし） 1.9月 

４年度 期末手当 1.20 月 1.20 月 2.4月 

以降 勤勉手当 0.95 月 0.95 月 1.9月 

 

（３）改定の実施時期 

     令和３年 12月１日 

 

４ 高齢層職員の給与 

55 歳を超える職員の昇給制度については、平成 26 年度から原則として昇給停止とし、当分の間の

措置として、標準の勤務成績であっても 1号給昇給できることとしているが、民間との給与差の状況

等を踏まえ、当該措置を廃止する。（令和５年４月１日実施） 

 

５ テレワーク（在宅勤務）に関する給与面での対応 

人事院は、本年の勧告において、引き続き研究を進めていくこととしていることから、その状況を

注視していく必要がある。 

 

６ 公務運営に関する報告 

（１）人材の確保及び育成 

① 多様で有為な人材の確保 

近年の若者人口の減少などを背景に、人材確保が引き続き厳しい状況にある中、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大や大規模な自然災害といった危機的な事態が発生している。 

こうした行政を取り巻く環境が大きく変化する中で、複雑・高度化する課題に迅速かつ的確

に対応していくためには、多様で有為な人材を確保することが重要であることから、広報・啓

発活動を一層強化するとともに、より良い試験制度となるよう努めていく。 

② 人材の育成 

  近年、若年層の職員の割合が増加する一方、中堅層の職員が減少している中、将来に向かっ

て組織力を高めていくことが課題となっている。 

そのため、管理職や班長等のマネジメント能力の更なる向上とともに、人材開発に当たり、個々の

職員の意欲を高め、能力を引き出す取組を進めていく必要がある。 
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（２）能力・実績に基づく人事管理 

人事行政の公正を確保し、公務の質を高く保つためには、職員の能力と勤務実績を的確に評価

するとともに、評価結果を人事管理の基礎として活用することが重要である。 

そのため、人事評価制度がより実効性のあるものとなるよう、評価制度の公正性、納得性を一

層高めるとともに、評価結果について、任用、給与、分限、人材開発等へ適切に活用していくこ

とが必要である。 

（３）勤務環境の整備 

① 総実勤務時間の短縮 

ア 上限時間の適切な管理・運用 

新型コロナウイルス感染症対策に携わる職員の健康に留意し、過度の負担が生じないよう従事

させる必要がある。 

特例業務によらずに上限時間を超えることのないよう管理監督者のマネジメントの

強化を図ることも重要である。 

イ ＩＣＴの活用 

効率的な業務遂行には業務改善に対する意識の醸成が必要であり、ＩＣＴを活用した業務改

革への取組を更に推進することも必要である。 

ウ 年次休暇の取得促進 

労働基準法の使用者の時季指定義務を踏まえて年５日以上確実に取得するとともに、更なる取

得促進に向け取得しやすい環境づくりが必要である。 

エ 人員の確保 

ア～ウの取組を進めてもなお恒常的に長時間の時間外勤務を行わざるを得ない場合には、業務量

に応じた人員を確保する必要がある。 

オ 多忙な教職員への対応 

教職員が教育活動に専念できる環境を整えることは重要な課題であり、学校における働き方

改革の取組は、市町村教育委員会や関係団体と連携を図り、国等の状況を注視しながら推進する

ことが重要である。 

② 職員の健康管理 

ア メンタルヘルスに関する取組の充実 

メンタルヘルスプランに基づいた予防と早期発見、早期対応などの取組の充実に努め、ス 

トレスチェック制度を効果的に活用するとともに、休職者についてはきめ細やかな職場復帰支

援が必要である。 

イ 長時間勤務を行った職員への適切な対応 

医師による面接指導を確実に実施するとともに、過労死防止大綱に基づく国からの助言に

も適切に対応する必要がある。 

③ 誰もが働きやすい勤務環境の実現 

ア 男性職員の育児参画の促進 

男性職員の育児参画を促進するため、社会的にも勤務環境の整備が求められており、国や他団体の状

況を注視しながら、任命権者と連携して検討していく必要がある。 
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イ 不妊治療のための休暇の新設 

職場の上司等の理解を深めることなど、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図っ

ていく必要がある。 

新たな休暇制度については、国や他団体の状況を注視しながら、検討していく必要がある。 

ウ 非常勤職員の休暇等の改善 

国の非常勤職員との均衡を踏まえ、国や他団体の状況を注視しながら、任命権者と連携して

検討していく必要がある。 

エ 育児、介護等の両立支援 

育児休業等を性別にかかわりなく取得しやすくするため、業務に関する情報の共有化や、管理

監督者に対する意識啓発などの取組を引き続き推進することが必要である。 

オ 障害のある職員への支援の強化 

障害のある職員について、所属におけるサポート体制の強化を図り、能力や適性を十分 

発揮して働き続けられる環境整備が重要である。 

カ 柔軟で多様な働き方の推進 

テレワークを日常的かつ円滑に実施できるよう作業環境整備をより一層進める必要が  

ある。 

職員が活用しやすい柔軟な勤務時間制度を導入していくことも必要である。 

④ ハラスメント防止対策の推進 

研修等による職員の意識啓発を継続的に実施するなど、ハラスメントのない職場づくりを

推進することが重要である。 

 

（４）高齢層職員の能力及び経験の活用 

本年６月に「国家公務員法等の一部を改正する法律」及び「地方公務員法の一部を改正する法律」

が成立し、令和５年４月から、国家公務員について、定年年齢が段階的に65歳まで引き上げられる

とともに、定年引上げに合わせて、管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制の導入、

60歳を超える職員の給与の設定などがなされ、地方公務員についても同様の措置を講じる法改正が

なされた。 

本県においても、高齢層職員の能力及び経験の本格的な活用に向けて、定年引上げに伴う人事管

理や給与制度について検討を進め、今回の法改正の趣旨や地方公務員法に定める均衡の原則に基づ

き、国家公務員の取扱い等を考慮し、適切な措置を講じる必要がある。 

 

（５）コンプライアンスの徹底 

県民の信頼に応えていくためには、職員一人ひとりが千葉県職員としての自覚を十分にもっ

て行動するよう、厳正な服務規律の保持について徹底を図るとともに、研修等の様々な機会を通

じて職員への定期的・継続的な意識啓発に取り組むことが重要である。 
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＜参 考＞ 

１ 職員（行政職）の平均年間給与額 
                                       （円） 

現 行（Ａ） 改定後（Ｂ） 改定による増加額（Ｂ－Ａ） 

5,919,295円 5,864,443円 △54,852 

※ 平均年齢39.1 歳 

 

 

２ 勧告による人件費への影響額 

△約 39億円  

※ 一般会計及び特別会計の計（令和３年度９月補正後予算ベース） 

ただし、公営企業会計は除く。 

 

３ 近年の改定状況 

 

 

月例給の改定額（率） 
期末・勤勉手当 

改定月数 支給月数（改定後） 

令和２年 － △0.05月 4.45 月 

元年 566円 (0.15％) 0.05 月 4.50 月 

平成 30年 712 円 (0.19％) 0.05 月 4.45 月 

29年 1,248 円 (0.33％) 0.10 月 4.40 月 

28年 868 円 (0.23％) 0.10 月 4.30 月 

27年 3,223 円 (0.85％) 0.10 月 4.20 月 

26年 968 円 (0.25％) 0.15 月 4.10 月 

25年 354 円 (0.09％) － 3.95 月 

24年 － － 3.95 月 

23年 △1,098円 (△0.27％) － 3.95 月 

22年 △796円 (△0.19％) △0.20月 3.95 月 

21年 △784円 (△0.19％) △0.35月 4.15 月 

 

４  月例給の改定を見送った際の公民較差の状況 

公民較差が極めて小さい場合は、これまでも月例給の改定を見送っている。 

令和 ２年   53円（0.01％） 

平成 24年  133円（0.03％） 

平成 20年  120円（0.03％） 

平成 18年   70円（0.02％） 

平成 16年   34円（0.01％） 
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Ⅱ 職員の競争試験及び選考の状況 

  

１．採用試験 

  令和３年度においては、上級、中級、初級、資格免許職、市町村立学校事務中級、市町村立学校事務

初級、警察官の各試験を次のとおり実施した。 

 

（１）採用試験の実施日程 

試験 

区分 

試験 

職種 
年齢要件 

受験案内 

配布開始 
受付期間 

第１次 

試験日 

第１次試験 

合格発表日 

第２次 

試験日 

最終合格者 

発表日 

職員採用上級試験 

（一般行政A） 

平成3.4.2 

～平12.4.1 

 生まれの者 

5.14(金) 

5.14(金) 

～ 

5.28(金) 

6.20(日) 7.1(木) 

7.12(月) 

～ 

8.6(金) 

8.26(木) 

職員採用上級試験 

（一般行政B） 

昭61.4.2 

～平9.4.1 

 生まれの者 

5.14(金) 

5.14(金) 

～ 

5.28(金) 

6.20(日) 7.1(木) 

7.12(月) 

～ 

8.6(金) 

8.26(木) 

職員採用上級試験 

（上記以外の職種） 

昭61.4.2 

～平12.4.1 

 生まれの者 

5.14(金) 

5.14(金) 

～ 

5.28(金) 

6.20(日) 7.1(木) 

7.12(月) 

～ 

8.6(金) 

8.26(木) 

職員採用中級試験 平3.4.2 

～平14.4.1 

 生まれの者 

7.9(金) 

7.27(火) 

～ 

8.16(月) 

9.26(日) 10.14(木) 

10.29(金) 

～ 

11.15(月) 

12.3(金) 市町村立学校事務 

職員採用中級試験 

職員採用初級試験 平12.4.2 

～平16.4.1 

 生まれの者 

7.9(金) 

7.27(火) 

～ 

8.16(月) 

9.26(日) 10.14(木) 

10.29(金) 

～ 

11.15(月) 

12.3(金) 市町村立学校事務 

職員採用初級試験 

 

 

 

 

 

 

資 

格 

免 

許 

職 

職 

員 

採 

用 

試 

験 

 

獣 医 師 

昭61.4.2 

～平10.4.1 

 生まれの者 

5.14(金) 

5.14(金) 

～ 

5.28(金) 

6.20(日) 7.1(木) 

7.12(月) 

～ 

8.6(金) 

8.26(木) 

薬 剤 師 

昭61.4.2 

～平10.4.1 

 生まれの者 

保 健 師 

昭61.4.2 

～平13.4.1 

 生まれの者 

管理栄養士   

昭61.4.2 

～平12.4.1 

 生まれの者 

保 育 士 

昭61.4.2 

～平14.4.1 

 生まれの者 

7.9(金) 

7.27(火) 

～ 

8.16(月) 

9.26(日) 10.14(木) 

10.29(金) 

～ 

11.15(月) 

12.3(金) 

臨床検査技師 

昭61.4.2 

～平13.4.1 

 生まれの者 

栄 養 士 

昭61.4.2 

～平14.4.1 

 生まれの者 

司   書 

昭61.4.2 

～平14.4.1 

 生まれの者 
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試験 

区分 

試験 

職種 
年齢要件 

受験案内 

配布開始 
受付期間 

第１次 

試験日 

第１次試験 

合格発表日 

第２次 

試験日 

最終合格者 

発表日 

警

察

官

採

用

試

験 

第

１

回 

警察官Ａ 

（男性） 

昭63.4.2 

以降生まれ 

の男性 
 

 

 

 

 

3.12(金) 

 

 

 

 

 

 

 

3.12(金) 

～ 

4.9(金) 

 

 

5.9(日) 

 

5.24(月) 

 

5.31(月) 

～ 

6.14(月) 

 

8.3(火) 

警察官Ａ 

（女性） 

昭63.4.2 

以降生まれ 

の女性 

警察官Ｂ 

（男性） 

平3.4.2 

～平15.4.1 

生まれの 

男性 

警察官Ｂ 

（女性） 

平3.4.2 

～平15.4.1 

生まれの  

女性 

第

２

回 

警察官Ａ 

（男性） 

昭63.4.2 

以降生まれ 

の男性 
 

 

 

 

 

6.29(火) 

 

 

 

 

 

 

 

6.29(火) 

～ 

8.16(月) 

 

 

9.19(日) 

 

10.6(水) 

 

10.12(火) 

～ 

10.27(水) 

12.17(金) 

警察官Ａ 

（女性） 

昭63.4.2 

以降生まれ 

の女性 

警察官Ｂ 

（男性） 

平3.4.2 

～平16.4.1 

生まれの 

男性 

警察官Ｂ 

（女性） 

平3.4.2 

～平16.4.1 

生まれの  

女性 
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（２）採用試験の方法 

教養試験
択一式

専門試験
択一式

体格・
体力検査

論文試験
記述式

作文試験
記述式

口述
試験

適性
検査

身体
検査

体格・
体力検査

一般行政A ○ ○ － ○ － ○ ○ － －

一般行政B ○ － － ○ － ○※ ○ － －

心　　理

児童指導員

農　　業

林　　業

水　　産

畜　　産

農業土木

土　　木

建　　築

化　　学

電　　気

機　　械

一般行政

警察事務

市町村立学校事務

一般行政

県立病院事務

警察事務

市町村立学校事務

農業土木

土　　木

電　　気

機　　械

獣　医　師

薬　剤　師

保　健　師

管理栄養士

保　育　士

臨床検査技師

栄　養　士

警察官Ａ(男性) ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○

警察官Ａ(女性) ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○

警察官Ｂ(男性) ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○

警察官Ｂ(女性) ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○
教養試験：職員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験

専門試験：試験職種に応じた専門的な知識・技術・能力等についての筆記試験（一般行政Bは専門試験なし）

論文試験：課題についての判断力、専門的知識、文章による表現力、文章構成力その他の能力についての筆記試験

作文試験：文章による表現力、課題に対する理解力その他の能力についての筆記試験

体格・体力検査：職務遂行上必要な体格と体力についての検査

口述試験：主として人柄・性向等についての試験。※一般行政Bはプレゼンテーションを含む。（上級試験のみ実施していた

　　　　　集団討論は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和３年度は中止した。）

適性検査：職務遂行上必要な素質・性格についての（質問紙法・作業検査法）検査

身体検査：健康状態についての医学的検査及びこれに付随するその他の検査

中級
（短大・高専卒程度）

○ ○ －○ －－

第　２　次　試　験

－ ○ － ○ ○ － －○ ○

試験区分・試験職種
（試験の程度）

第１次試験実施
だが２次試験と

して評価

上級
（大学卒程度）

第　１　次　試　験

－○ ○

○ － －○ ○－

警察官
（大学卒程度）

警察官
（高校卒程度）

○ － －○ － － － ○

司　　　書

○ － －

初級
（高校卒程度）

資格免許職
（大学卒程度）

○

資格免許職
（短大・高専卒程度）

○

○

－ －

○ － － － ○
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（３）採用試験の実施状況                    ―は採用試験が行われなかった職種 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用予定数
（人）

申込者数
A（人）

第１次受験者数
B（人）

第１次合格者数
C（人）

最終合格者数
D（人）

合格倍率
B/D（人）

一般行政A 70 1,030 699 220 129 5.4
一般行政B 10 180 112 43 13 8.6
心理 41 61 49 48 34 1.4
児童指導員 70 86 61 57 45 1.4
農業 19 84 56 49 24 2.3
林業 12 36 29 27 17 1.7
水産 2 18 16 8 3 5.3
畜産 5 9 9 9 5 1.8
農業土木 12 18 13 13 9 1.4
土木 47 98 74 70 60 1.2
建築 11 29 19 19 14 1.4
化学 4 40 28 12 5 5.6
電気 20 52 34 33 24 1.4
機械 12 28 18 17 12 1.5

計 335 1,769 1,217 625 394 3.1

一般行政 23 450 235 75 30 7.8
警察事務 18 227 136 59 24 5.7
農業土木 － － － － － －
土木 － － － － － －

計 41 677 371 134 54 6.9

一般行政 70 958 800 308 154 5.2
県立病院事務 2 13 8 8 3 2.7
警察事務 12 179 145 44 22 6.6
農業 － － － － － －
林業 － － － － － －
農業土木 5 11 11 11 8 1.4
土木 11 37 32 29 24 1.3
化学 － － － － － －
電気 6 13 13 13 10 1.3
機械 5 10 7 7 5 1.4

計 111 1,221 1,016 420 226 4.5

5 127 75 14 7 10.7
24 215 181 81 43 4.2
29 342 256 95 50 5.1

獣医師 18 15 9 9 8 1.1
薬剤師 2 29 22 22 11 2.0
薬剤師（病院局） 3 19 17 9 4 4.3
保健師 27 41 33 33 29 1.1
管理栄養士 1 59 39 5 2 19.5
管理栄養士（病院局） 1 24 17 5 2 8.5
保育士 15 50 33 30 18 1.8
臨床検査技師 3 20 14 9 5 2.8
栄養士 5 62 44 14 7 6.3
司書 1 55 40 5 2 20.0

計 76 374 268 141 88 3.0

第１回

警察官Ａ(男性) 130 760 546 496 195 2.8
警察官Ａ(女性) 25 223 162 120 38 4.3
警察官Ｂ(男性) 15 392 261 74 18 14.5
警察官Ｂ(女性) 5 134 81 24 6 13.5

計 175 1,509 1,050 714 257 4.1

第２回

警察官Ａ(男性) 15 348 155 71 23 6.7
警察官Ａ(女性) 5 122 66 26 9 7.3
警察官Ｂ(男性) 104 955 566 484 122 4.6
警察官Ｂ(女性) 19 244 150 87 24 6.3

計 143 1,669 937 668 178 5.3

県内計

警察官Ａ(男性) 145 1,108 701 567 218 3.2
警察官Ａ(女性) 30 345 228 146 47 4.9
警察官Ｂ(男性) 119 1,347 827 558 140 5.9
警察官Ｂ(女性) 24 378 231 111 30 7.7

計 318 3,178 1,987 1,382 435 4.6

県外

警察官Ａ(男性) 34 66 49 10 6.6
警察官Ｂ(男性) 26 147 105 22 6.7

計 60 0 213 154 32 6.7

警察官計 378 3,178 2,200 1,536 467 4.7

970 7,561 5,328 2,951 1,279 4.2

試験区分・試験職種

上
級

試
験

警

察
官

試
験

総　　　計

中
級

試
験

初
級

試

験

市町村立学校事務中級

市町村立学校事務初級

　　　計

資

格
免

許

職
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２．採用選考 

  任用規則の規定に基づき、令和３年度は次のとおり採用選考を行った。（任命権者へ委任したもの 

を除く。） 

給料表

任命権者

40821

公安職

94

21 34

合計

139

141

警察本部長 10 3

人事委員会

1 3計 227 11 145

1 3教育委員会 131 4

県議会議長

知　　事 81 4

病院局長 5

企業局長

136

行政職 研究職 海事職医療職

9

福祉職

選挙管理委員会

代表監査委員

海区漁業調整委員会

 

 

 

３．昇任選考 

  任用規則の規定に基づき、令和３年度は次のとおり昇任選考を行った。（任命権者へ委任したもの 

を除く。） 

給料表（区分）

任命権者
合計

知　　事 985 14 79 3 24

行政職

6

研究職 医療職 海事職 公安職 福祉職
単純労務

職　　員

1,111

病院局長 24 1 150 175

155企業局長 155

県議会議長 11 11

教育委員会 245 14 1 13 273

3

代表監査委員 7

選挙管理委員会 3

6

海区漁業調整委員会

7

人事委員会 6

警察本部長 103 2 1 2 313

20 2,163

1 422

計 1,539 17 244 6 313 24  
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Ⅲ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況 
 

 

 地方公務員法第46条の規定により、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件について、地方公共団体

の当局が適当な措置を執るよう要求があった場合、同法第47条の規定により、必要な審査を行い、その結

果に基づいて判定し、必要に応じて当局に対し勧告等を行うものである。 

令和３年度は、措置の要求はなかった。 
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Ⅳ 不利益な処分についての審査請求の状況 
 

 地方公務員法第49条から第51条までの規定により、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた 

職員から不利益処分に関する審査請求があった場合、人事委員会が必要な審査を行い、その結果に 

基づいて、その不利益処分を承認し、修正し、又は取り消し、及びこれに伴う必要な措置を行わせること

によって職員の身分保障を確保しようとするものであり、準司法的な手続による事後審査の制度である。 

 令和３年度における審査請求の処理状況及び件数は次のとおりである。 

 

１．令和３年度における審査請求の処理状況 

 

事件番号 請求者 請求事項 処分者 
処理状況（R4.3.31現在） 
※( )内は令和3年度中の動き 

(1) 

昭和49年審乙 

第36,37号 

(4.27教員事案) 

公立学校教員

２人 

(当初39人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 

係 属 中 

準備手続1回、口頭審理6回実施 

(2) 

昭和50年審乙 

第12,13,15,18,19,22, 

25,36号 

(4.11等教員事案) 

公立学校教員

８人 

(当初35人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(3) 

昭和51年審乙 

第12,13,15,21,22,24号 

(12.10等教員事案) 

公立学校教員

６人 

(当初24人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(4) 

昭和53年審乙 

第10,12,14号 

(4.15等教員事案) 

公立学校教員

３人 

(当初13人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(5) 

昭和54年審乙 

第5,7,9,11,12号 

(5.31教員事案) 

公立学校教員

５人 

(当初12人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(6) 

昭和55年審乙 

第3号 

(4.25教員事案) 

公立学校教員

１人 

(当初３人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(7) 

昭和56年審乙 

第3～5,7,8号 

(4.16教員事案) 

公立学校教員

５人 

(当初12人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(8) 

昭和57年審乙 

第4～6,8号 

(6.4等教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初11人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(9) 

昭和58年審乙 

第11,12,14号 

(12.16等教員事案) 

公立学校教員

３人 

(当初８人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(10) 

昭和59年審乙 

第1,2,4,6号 

(10.7教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(11) 

昭和60年審乙 

第1,3～5号 

(10.26教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(12) 

昭和61年審乙 

第1,3～5号 

(4.17教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 
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事件番号 請求者 請求事項 処分者 
処理状況（R4.3.31現在） 
※( )内は令和3年度中の動き 

(13) 

平成元年審乙 

第13,16～18,20,21号 

(5.24教員事案) 

公立学校教員

６人 

(当初10人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(14) 令和 2年審乙第 1号 公立学校教員 
懲戒（免職）

処分取消 

千葉県教育

委員会 

裁   決 

（R4.2.21 処分修正 停職６月） 

(15) 令和 3年審乙第 1号 公立学校教員 
懲戒（免職）

処分取消 

千葉県教育

委員会 

裁   決 

（R3.12.3 処分承認） 

(16) 令和 3年審乙第 2号 公立学校教員 
懲戒（免職）

処分取消 

千葉県教育

委員会 

係 属 中 

（R3.5.31 審査請求） 

(17) 令和 3年審乙第 3号 公立学校職員 
懲戒（免職）

処分修正 

千葉県教育

委員会 

係 属 中 

（R3.12.6 審査請求） 

 

 

２．不利益処分に関する審査請求の件数 

 

件 数 

 区 分 

令和 2年度末現在 令和 3年度 令和 3年度末現在 

未処理件数 審査請求件数 処理件数 未処理件数 

分
限
処
分 

降給 0 0 0 0 

降任 0 0 0 0 

休職 0 0 0 0 

免職 0 0 0 0 

懲
戒
処
分 

戒告 27 0 0 27 

減給 24 0 0 24 

停職 4 0 0 4 

免職 2 2 2 2 

そ
の
他 

転任処分 0 0 0 0 

訓告処分 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 

合  計 57 2 2 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


